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答  申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下「法」

という。）の規定に基づく各不動産取得税賦課処分に係る審査請求につい

て、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件各審査請求は、いずれも棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件各審査請求の趣旨は、○○都税事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、請求人に対し、令和２年４月７日付けの各納税通知書により

行った別紙物件目録記載の区分所有建物（以下「本件家屋」という。）

及び敷地利用権（以下「本件土地」といい、本件家屋と併せて以下「本

件不動産」という。）の取得に係る各不動産取得税賦課処分（内容は、

別紙処分目録１及び２記載のとおり。以下併せて「本件各処分」とい

う。）について、それぞれの取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件各処分の違法性・不当性を

主張している。  

処分庁は、本件家屋の使用実態を把握することなく、一方的に住宅と

非住宅に分けて不動産取得税を算出している。確かに、本件売買契約書

及び登記完了書には「事務所・居宅」と記載があるものの、本件売買契

約書には事務所と居宅の面積があらかじめ明記されているわけではなく、

あくまでも本件家屋は事務所もしくは居宅もしくはその両方の使用がで

きることを示しているに過ぎない。  
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第４  審理員意見書の結論  

本件各審査請求はいずれも理由がないから、行政不服審査法４５条２

項の規定を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。  

年  月  日  審議経過  

令和３年４月２６日  諮問  

令和３年８月２日  審議（第５８回第３部会）  

令和３年９月１０日  審議（第５９回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

  審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  不動産取得税の課税要件  

不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県に

おいて、当該不動産の取得者に課する（法７３条の２第１項、東京都

都税条例（以下「条例」という。）４１条）。  

そして、法における道府県に関する規定は都に準用し、この場合に

おいては、「道府県」、「道府県知事」等とあるのは、それぞれ

「都」、「都知事」等と読み替える（法１条２項）。  

したがって、都の区域に所在する不動産の取得に対しては、都にお

いて、不動産取得税を課することとなる。  

⑵  不動産取得税の課税標準  

ア  基本事項  

不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動

産の価格とし（法７３条の１３第１項、条例４１条）、価格と
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は、「適正な時価」をいうとされている（法７３条５号）。  

固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産に

ついては、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税

標準となるべき価格を決定する（法７３条の２１第１項本文）。  

なお、課税標準額については、千円未満を切り捨てる（法２０

条の４の２第１項）。  

イ  課税標準の特例  

(ｱ) 家屋  

個人が、自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取

得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得

税の課税標準の算定については、一戸につき１，２００万円を

価格から控除する（法７３条の１４第１項及び３項）。共同住

宅の場合、当該控除が適用されるのは、床面積が５０㎡以上２

４０㎡以下のものとされている（法施行令３７条の１８第１

項）。  

「自己の居住の用に供する」とは、家屋を取得した者が生活の

本拠として当該住宅を利用することをいうが、これに該当するか

どうかは、本人及び配偶者等の日常生活の状況、当該住宅への入

居目的、当該住宅の構造及び設備の状況その他の事情を総合的に

勘案して認定する（東京都主税局資産税部固定資産税課『不動産

取得税課税事務提要』第２章・第７節・第２・３参照）。  

(ｲ) 宅地評価土地  

宅地評価土地を取得した場合における当該取得に対して課する

不動産取得税の課税標準は、法７３条の１３第１項の規定にかか

わらず、当該取得が平成１８年１月１日から令和３年３月３１日

までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の２分の１の額

とする（法附則１１条の５第１項、東京都都税条例４１条かっこ

書、条例附則６条１項及び２項）。  

⑶  税率  
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不動産取得税の標準税率は、１００分の４である（法７３条の１

５、条例４２条）。もっとも、平成１８年４月１日から令和３年３月

３１日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産

取得税の標準税率は、同条の規定にかかわらず、１００分の３である

（法附則１１条の２第１項）。  

なお、税額については、百円未満を切り捨てる（法２０条の４の２

第３項）。  

２  本件各処分の検討  

⑴  課税要件  

請求人は、前所有者から、本件売買を原因として、令和元年７月３

０日に本件不動産の所有権を取得した。  

したがって、請求人は、本件不動産の取得に係る不動産取得税の納

税義務を負う。  

⑵  課税標準の特例の適用  

請求人は、本件調査申請において、本件売買時から、居住利用のみ

であり、事務所利用は一切していない旨主張していることが認められ

る。  

しかしながら、客観的事実として次のことが認められる。本件売買

に係る重要事項説明書Ⅰ・１４・⑶には、専有部分の用途その他の利

用の制限に関する規約等の定めは「有」とされ、用途制限として「Ｓ

ＯＨＯ専用」と記載されている。また、本件不動産に係る全部事項証

明書には、建物の種類として「事務所・居宅」と記載されている。さ

らに、本件図面の居室①に配置されているキッチンは、一般的な住宅

とは異なり可動式扉で隠れるようになっており、居室②にはウォーク

インクローゼットが配置されている。  

以上の事情を総合的に勘案すれば、請求人は、本件不動産につい

て、ＳＯＨＯ専用の不動産であることに合意しており、また、全部事

項証明書上「事務所・居宅」として登記しているのであるから、請求

人が専ら居住利用の目的で本件不動産を取得したとまでは判断できな
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い。そして、本件売買の契約上、本件家屋における事務所及び居宅の

用途割合が指定されているという事実は認められないものの、本件家

屋の構造及び設備から判断すれば、本件家屋をＳＯＨＯとして利用す

る場合、居室①を執務スペース、居室②を寝室等の居住スペースと判

断するのが合理的であり、他方、請求人から当該判断を覆すに足る証

拠の提出はない。  

したがって、本件家屋において、居室①を除く部分のみを「自己の

居宅の用に供する」部分であると認定すべきであるところ、当該住宅

部分の床面積は４８．９４㎡（＝７５．５㎡－２６．５６㎡）である

から、本件家屋は、５０㎡未満の住宅として課税標準の特例（上記

１・⑵・イ・ (ｱ)）が適用されない。  

⑶  税額の算出  

ア  本件家屋  

本件家屋の現況床面積は７５．５㎡であるところ、上記⑵によれ

ば、居室①（非住宅）が２６．５６㎡で、残り部分の床面積４８．

９４㎡が住宅と扱われる。本件家屋の固定資産課税台帳登録価格は

８，８０３，８００円であるから、住宅部分及び非住宅部分の各々

に係る課税標準額は次のとおりである（課税標準額は千円未満切捨

て。上記１・⑵・ア参照）。  

課税標準額（住宅部分）  = 8,803,800円 ×
48.94㎡

75.5㎡
≒ 5,706,000円  

課税標準額（非住宅部分）= 8,803,800円 ×
26.56㎡

75.5㎡
≒ 3,097,000円  

したがって、本件家屋の税額は、５，７０６，０００円に１００

分の３を乗じて得た額１７１，１８０円と３，０９７，０００円に

１００分の４を乗じて得た額１２３，８８０円とを加算して得た額

２９５，０００円（百円未満切捨て。上記１・⑶参照）となる。  

イ  本件土地  

本件土地を含む宅地の固定資産課税台帳登録価格９，２４３，７
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６２，５２０円であるところ、請求人は、令和２年７月１０日付け

の本件売買により本件土地の持分を取得し、また、本件建物敷地に

おける請求人の持分は１１，３１１，０９３分の５，４３１である

ことが認められる。  

したがって、本件土地に係る不動産取得税の課税標準額は、次の

とおりである（課税標準額は千円未満切捨て。上記１・⑵・ア参

照）。  

 

課税標準額= 9,243,762,520円 ×
1

2
×

5,431

11,311,093
≒ 2,219,000円  

 

よって、本件土地の税額は、２，２１９，０００円に１００分の

３を乗じて得た額６６，５００円（百円未満切捨て。上記１・⑶参

照）となる。  

⑷  小括  

本件家屋に係る法７３条の１４第１項及び３項の規定の適用、本件

不動産の取得に係る税額算出方法及びそれらの結果は、上記⑴ないし

⑶のとおりであるところ、それらの判断は本件各処分と一致するので

あるから、本件各処分は、いずれも法令等に則った適正なものである

といえ、違算等も認められない。  

したがって、本件各処分には、いずれも違法又は不当な点はない。  

３  請求人の主張について  

請求人は、上記第３のとおり主張しているが、請求人が掲げる争点に

ついては、上記２・⑵で検討したとおりである。  

したがって、請求人の主張は採用できない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

また、本件各処分において、そのほか課税標準額及び税額の算出に当

たっての違算等、上記２に述べた以外の点においても、違法又は不当が

あるとは認められるものではない。  
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  

 

別紙（略）  

 


